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第 １ 章 総   則 

 

第 1 条（適用範囲） 

本仕様書は、大仙市（以下、「発注者」という。）が令和７年度に実施する「森林経営管

理制度 林分調査及び施業計画作成業務委託」（以下、「本業務」という。）に適用する。 

 

第 2 条（目  的） 

本業務は、森林経営管理法（平成３０年法律第３５号）に基づき、令和６年度に実施し

た森林経営管理制度意向調査の結果、発注者へ森林経営を委ねたいと申し出のあった森林

について、集積計画原案を作成するため、現況林分の調査を行うとともに森林施業の計画

を作成する。 

 

第 3 条（適用基準等） 

本業務は、本仕様書のほか、委託業務契約図書及び以下の基準に拠るものとする。 

(1)森林法（昭和 26年法律第 249 号） 

(2)森林法施行令（昭和 26 年政令第 276 号） 

(3)森林法施行規則（昭和 26年農林水産省令 54号） 

(4)森林経営管理法（平成 30年法律第 35 号） 

(5)森林経営管理法の運用について（平成 30 年 12 月 21 日付け 30林整計第 713 号林野庁長

官通知） 

(6)森林経営管理制度に係る事務の手引きについて（平成 30 年 12 月 21 日付け 30林整計第

714 号林野庁長官通知） 

(7)大仙市財務規則 

(8)個人情報保護法 

(9)その他関係法令及び諸規則等 

 

第 4 条（書類の提出） 

本業務の受託者（以下、「受注者」という。）は、契約締結後、速やかに以下の必要書類

を発注者に提出し、その承認を受けるものとする。 

（1)着手届 

（2)主任技術者届 

（3)業務工程表 

 

第 5 条（貸与の資料） 

 本業務を実施するにあたり、発注者は、以下の資料を受注者に貸与する。受注者は、貸

与資料について重要性を十分に考慮し、取り扱い及び保管に関して紛失・破損等のないよ

う注意すると共に、業務終了後は速やかに発注者に返納するものとする。 

 また、貸与資料等については発注者の許可なく複製してはならず、本業務以外での使用

をしてはならない。 



(1)林地台帳データ（CSV 形式） 

(2)林地台帳地図データ（shape 方式） 

(3)森林計画図データ（shape 方式） 

(4)森林簿データ（CSV 形式） 

(5)森林経営計画書（Excel 形式または紙資料） 

(6)林道台帳及び作業道関連データ（shape 方式及び紙資料） 

(7)伐採届データ（紙資料） 

(8)令和６年度 森林経営管理制度事業意向調査業務委託 成果品 

(9)その他業務を実施するうえで必要な資料 

 

第 6 条（損害賠償） 

本業務の実施中に生じた事故及び第三者に与えた損害等については、全て受注者の責任

において解決するものとし、その経過は、速やかに発注者へ報告するものとする。 

 

第 7 条（疑  義） 

本仕様書の内容及び明示のない事項等について、その解釈に疑義が生じた場合、あるい

は、やむを得ない事情等により既に承認された作業計画等を変更する場合、受注者は、発

注者と十分な協議を行った上で、その指示に従わなければならない。 

 

第 8 条（関係機関との協議） 

受注者は、本業務の遂行上、関係する機関との協議を必要とするとき、又は、協議を求

められた場合、誠意を持ってこれに対応するものとし、協議内容を発注者に報告しなけれ

ばならない。 

 

第 9 条（協議・打合せ） 

協議・打合せは、必要の認められた場合、適宜実施するものとする。 

なお、本業務は別途発注する「森林経営管理制度 集積計画原案作成業務委託」へ森林

の現況の整合を図ることを目的に実施することから、業務間の連携を図ること。 

 

第 10 条（機密の保持） 

本業務における成果は、全て発注者に帰属するものとし、受注者は、発注者の許可なく、

これを公表・使用してはならない。又、受注者は、本業務の遂行上知り得た事項について、

第三者に漏洩してはならない。 

 

第 11 条（履行期間） 

本業務の履行期間は、契約締結の翌日より令和７年１１月２８日までとする。 

 

 

 



第 ２ 章 業 務 概 要 

 

第 12 条（業務項目） 

本業務の作業項目は、以下のとおりとする。 

(1) 森林確認調査 

ア． 現地踏査により林地台帳と当該森林の現況について整合を確認する 

(2) 標準地調査 

ア． 標準地の設定（100ｍ2 10ｍ×10ｍ） 

イ． 標準地内の立木調査 

ウ． 伐採木の選定 

(3) 事務手続き 

   ア． 集積計画作成の支援 

   イ． 調査結果の報告書作成 

   ウ． 林分調査の結果、経営に適した森林であるか総合解析 

   エ.  施業方法の提案 

 

 

第 ３ 章 成 果 品 等 

 

第 13 条（完了検査） 

受注者は、本業務の完了時に以下の書類を提出し、発注者の実施する完了検査を受けな

ければならない。 

(1) 完了報告書 

(2) 納品書 

 

第 14 条（成果の帰属） 

本業務における成果品は、全て発注者に帰属するものとし、受注者は、発注者の承諾を

受けずに第三者に公表・譲渡及び貸与してはならない。 

 

第 15 条（成果品） 

納入する成果品は下記のとおりとする。 

(1) 調査結果報告書            1 部（Ａ４フルカラー） 

(2) 調査結果集計表         1 式（エクセル） 

(3) データベース                1 式（エクセル） 

(4) 上記の電子データを収録したＣＤ-Ｒ  1 組 


